
 

問
い
合
わ
せ

　

  

内
線 

３
６
１
６
・
３
６
１
７

　

お
子
さ
ん
を
育
て
て
い
る
人
に

対
し
て
、
生
活
の
安
定
と
、
次
代

の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育

成
の
た
め
に
支
給
し
ま
す
。

■
受
給
で
き
る
人

　

小
学
校
卒
業
前
の
児
童
を
育
て

て
い
る
人
。
た
だ
し
、
育
て
て
い

る
人
の
所
得
額
が
制
限
限
度
額
を

超
え
て
い
な
い
こ
と
。

■
手
当
の
月
額

　

３
歳
未
満
…
１
人
１
万
円

　

３
歳
以
上

　
　

第
１
子
・
第
２
子
…
５
千
円

　
　

第
３
子
以
降
…
１
人
１
万
円

■
認
定
請
求
の
仕
方

　

直
接
窓
口(

本
庁
舎
19
番
窓
口)

で
認
定
請
求
し
て
く
だ
さ
い(

公

務
員
は
勤
務
先
へ
請
求
）。
出
生

な
ど
に
よ
り
児
童
が
増
え
た
と
き

は
、
額
改
定
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。

■
注
意
点

　

認
定
に
な
る
と
、
申
請
の
あ
っ

た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
受
け
付
け
以
前
の
手

当
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

所
得
額
が
制
限
限
度
額
を
超
え

た
た
め
受
給
で
き
な
か
っ
た
と
き

は
、
翌
年
の
５
月
に
改
め
て
認
定

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
平
成
21
年
度
所
得
の
限
度
額

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
応
援
し
ま
す

―
児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
な
ど―

扶養親族
などの数

 自営業者
(国民年金加入者など)

サラリーマン
(厚生年金など加入者)

0人 460万円 532万円

1人 498万円 570万円

2人 536万円 608万円

3人 574万円 646万円

4人 612万円 684万円

5人  650万円 722万円

■
受
給
で
き
る
人

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
育
て
て
い
る

人
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
施
設
に

入
所
中
の
場
合
を
除
き
ま
す
。

■
児
童
の
障
が
い
の
程
度

　

手
当
に
は
１
級
と
２
級
が
あ

り
、
次
の
よ
う
な
障
が
い
が
該
当

し
ま
す
。

▽
１
級
＝
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

か
ら
２
級
程
度
の
重
度
の
障
が
い

や
、
療
育
手
帳
Ａ
程
度
の
知
的
障

が
い

▽
２
級
＝
身
体
障
害
手
帳
３
級
か
ら

４
級
程
度
の
中
度
の
障
が
い
や
、
こ

れ
と
同
程
度
の
知
的
障
が
い

■
所
得
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
本
人
も
し
く

は
配
偶
者
、
ま
た
は
そ
の
扶
養
義

務
者
の
前
年
の
所
得
額
が
制
限
限

度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
一
定
期

間
支
給
を
停
止
し
ま
す
。

■
手
当
の
月
額

　

１
級
＝
５
０
、
７
５
０
円

　

２
級
＝
３
３
、
８
０
０
円

特
別
児
童
扶
養
手
当

障
が
い
の
あ
る
お
子
さ
ん
を
育

て
て
い
る
人
に

小
学
校
６
年
生
ま
で
の
お
子
さ

ん
を
育
て
て
い
る
人
に

児
童
手
当　

■
児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人

は
、
毎
年
６
月
中
に
現
況
届
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
対

象
者
に
は
関
係
書
類
を
６
月
５
日

(

金)

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
と
６
月

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

児
童
家
庭
課
家
庭
福
祉
係

月日 受付する地区 受付場所

６月19日(金) 飯豊・二子・更木地区

本庁舎１階市民ロビー
午前８時30分～正午
午後１時～５時

６月22日(月) 黒沢尻９～ 20区

６月23日(火) 黒沢尻21 ～ 27区

６月24日(水) 黒沢尻１～８区

６月25日(木) 黒岩・口内・稲瀬・相去・鬼柳地区

６月26日(金)
和賀地区 和賀庁舎１階市民ロビー

午前９時～ 11時30分

江釣子地区 江釣子庁舎１階事務室
午後１時～４時

※
日
程
表
の
期
間
以
外(

土
・
日
・

祝
日
を
除
く)

は
、
直
接
窓
口(

本

庁
舎
19
番
窓
口)

で
受
け
付
け
ま

す
。
ま
た
、
所
得
限
度
額
超
過
の

た
め
現
在
手
当
を
受
け
て
い
な
い

人
で
も
、
平
成
20
年
中
の
所
得

額
や
扶
養
親
族
の
数
な
ど
に
よ
り

受
給
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
平
成
21
年
度
児
童
手
当
現
況

届
受
付
日
程

－ －4平成21年５月22日

10カ月検診に来て、楽しく遊んでいた親子



　

母
子
家
庭
や
寡
婦
の
皆
さ
ん

が
、
就
業
や
子
ど
も
の
進
学
な
ど

で
資
金
が
必
要
な
と
き
は
貸
し
付

け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貸
し
付
け
の
条
件
や
限
度
額
、
利

率
、
返
済
方
法
な
ど
詳
し
く
は
県

南
広
域
振
興
局
北
上
総
合
支
局
管

理
福
祉
課(

☎
６
５―

２
７
３
２)

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

母
子
家
庭
に
対
し
て
、
生
活
の

安
定
や
自
立
の
促
進
の
た
め
に
支

給
し
ま
す
。

■
受
給
で
き
る
人

　

次
の
ど
れ
か
の
条
件
に
当
て
は

ま
る
児
童
を
育
て
て
い
る
母
親
ま

た
は
母
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の
就
業

に
向
け
た
能
力
開
発
と
就
業
の
促

進
を
支
援
し
ま
す
。
事
前
に
手
続

き
が
必
要
で
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
当
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
講
座
な
ど
就

業
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
市
が
指

定
す
る
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、

を
育
て
て
い
る
人
。
た
だ
し
、
手

当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
が
公
的

年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
な
ど
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
両
親
が
離
婚
し
た
児
童(

事
実

上
の
婚
姻
関
係
を
解
消
し
た
場
合

を
含
む)

▽
父
親
が
死
亡
し
た
児
童(

遺
族

年
金
受
給
者
は
申
請
で
き
ま
せ

ん
）

▽
婚
姻
に
よ
ら
ず
生
ま
れ
た
児
童

▽
父
親
が
重
度
障
が
い
者
の
児
童

▽
父
親
が
１
年
以
上
同
居
せ
ず
、

生
計
を
維
持
し
な
い
で
遺
棄
し
て

い
る
児
童

▽
父
親
が
１
年
以
上
刑
務
所
な
ど

に
収
容
さ
れ
て
い
る
児
童

▽
両
親
の
所
在
が
不
明
の
児
童

母
子
お
よ
び
寡
婦

　

福
祉
資
金
貸
付
制
度

母
子
家
庭
の
自
立
に
向
け
て

｢

子
育
て
や
生
活
の
支
援｣

「
就

業
支
援
」な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

扶養親族の数
(所得申告の際の人数)

 認定者本人 扶養義務者
(同居の親兄弟など)全部支給 一部支給

0人 19万円 192万円 236万円

1人 57万円 230万円 274万円

2人 95万円 268万円 312万円

3人 133万円 306万円 350万円

4人 171万円 344万円 388万円

5人  209万円 382万円 426万円

そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

■
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
お

よ
び
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給

付
金

　

看
護
師
や
介
護
福
祉
士
な
ど
の

資
格
取
得
の
た
め
に
２
年
以
上
養

成
機
関
で
受
講
す
る
場
合
、
最
後

の
２
分
の
１(

最
大
18
カ
月)

の
期

間
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
さ

ら
に
、
修
了
後
に
修
了
支
援
給
付

金
を
支
給
し
ま
す(

た
だ
し
、
平

成
20
年
４
月
以
降
の
入
学
者
の

み
）。

▽
促
進
給
付
金

　

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

　

…
月
額
１
０
３
、
０
０
０
円

　

市
町
村
民
税
課
税
世
帯

　

…
月
額
５
１
、
５
０
０
円

▽
修
了
支
援
給
付
金

　

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

　

…
５
０
、
０
０
０
円

　

市
町
村
民
税
課
税
世
帯

　

…
２
５
、
０
０
０
円

母
子
家
庭

　

自
立
支
援
事
業　

児
童
扶
養
手
当　

お
母
さ
ん
頑
張
っ
て
！

■
所
得
の
限
度
額

■
手
当
の
月
額

　

児
童
１
人
＝
４
１
、
７
２
０

円
、
児
童
２
人
＝
５
千
円
加
算
、

児
童
３
人
以
上
＝
１
人
当
た
り

３
千
円
加
算
。

※
児
童
が
18
歳
に
な
る
日
以
降

最
初
の
３
月
ま
で(

た
だ
し
、
障

が
い
児
の
場
合
は
20
歳
の
誕
生

日
前
日
ま
で)

支
給
し
ま
す
。

■
所
得
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
本
人
ま
た
は

そ
の
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得

額
が
制
限
限
度
額
を
超
え
る
と
き

は
、
一
定
期
間
減
額
ま
た
は
支
給

を
停
止
し
ま
す
。
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